
市民総合スポーツ大会・福岡市障がい者スポーツ大会 

第６回福岡市ボッチャ大会実施要綱 
（兼 令和８年度全国障害者スポーツ大会 青森大会予選） 

 

趣  旨  市民スポーツの普及・振興を図り市民のスポーツへの関心と参加意欲を高める 

ため、市民総合スポーツ大会を実施する。 

 

目  的  重度身体障がい者のスポーツ参加を促すため、令和３年度より、全国障害者ス 

ポーツ大会にボッチャ競技が導入された。 

令和８年度全国障害者スポーツ大会（青の煌めきあおもり障スポ２０２６）の 

福岡市予選を兼ねるものとする。 

 

主  催  ＮＰＯ法人福岡市障がい者スポーツ協会、福岡市、福岡市教育委員会、 

 (公財)福岡市スポーツ協会、ＮＰＯ法人福岡市レクリエーション協会、 

福岡市スポーツ推進委員協議会、各区体育振興会、 

(社福)福岡市身体障害者福祉協会、(社福)福岡市手をつなぐ育成会、 

(社福)福岡市社会福祉協議会、(社福)福岡市社会福祉事業団 

 

主  管  福岡市障がい者スポーツ大会実行委員会、福岡ボッチャ協会、 

市民総合スポーツ大会実行委員会 

 

協  力  福岡パラスポーツ指導者協議会、福岡市障がい者スポーツ協会Ｈ.Ｓ.Ｓ.会 

 

日  時  令和８年２月１日（日）１０：００～１４：００（予定） 

      

会  場  福岡市立障がい者スポーツセンター 体育室 

（福岡市南区清水１－１７－１５） 

 

対 象 者  福岡市内在住または福岡市内の施設、学校等に入所及び通所並びに通学してい 

る肢体障がい者で、令和７年４月１日時点で中学生以上の別紙障害区分に該当 

する者。 

 ※申込書にご記入いただいた内容を担当者で確認し、障害区分に該当しない 

と判断した場合は受付（出場）できませんのでご了承ください。 

 

定  員  ２０名程度  

※申込者多数の場合は令和８年度全国障害者スポーツ大会出場希望者を優先 

とする。 

       

参 加 費  無料とする。（ただし、参加に要する諸費用は、参加者の負担とする。） 

 

 

 



 

競技規則  令和７年度に適用の全国障害者スポーツ大会競技規則（公益財団法人日本パラ 

スポーツ協会制定）によるものの他、この要綱等に定めるところによる。 

 

競技方法  ・全国障害者スポーツ大会の競技規則では２対２のペア戦となっているが、本 

大会の試合は１対１の個人戦を２エンドで行う。 

※同点の場合はタイブレイク（ファイナルショット制度）で勝敗を決定。 

      ・組み合わせは申込人数によって事務局で決定する。 

 

そ の 他  ①災害や感染症の流行によっては大会を中止する場合がある。 

       中止になった際は、当協会ホームページに掲載するとともに、参加選手に連 

絡する。 

②競技中に事故が発生した場合の治療費は原則として、本人の負担とし、主催 

者は応急処置のみ行う。なお、主催者において傷害保険に一括加入する。 

③重複で視覚障がいがある場合、競技規則上、投球方向やボールの位置等を指 

示することができない。 

④全国障害者スポーツ大会への申込みは、福岡市の場合は３～４月頃に実施の 

為、全国障害者スポーツ大会出場希望欄で『希望する』に○がある方には、 

申込み時期になれば申込書を郵送する。 

 

申込期間  令和７年１２月９日（火）～令和７年１２月２３日（火）必着 

       ※申込者には令和８年１月１５日（木）頃に出場の可否について 

お知らせする。 

       

申込方法  申込書を当協会ホームページからダウンロードするか、情報プラザ（市役所１ 

階）、またはさんさんプラザ（南区清水）に置いてある申込書に必要事項をご記 

入の上、申込むこと。（協会ＨＰ https://www.suporeku-fuku.com/） 

      申し込みは、郵送か持参のみとする。 

 

申込み先  ＮＰＯ法人福岡市障がい者スポーツ協会  担当：小城（おぎ） 

（開所時間：平日９時００分～１７時３０分） 
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メール fukuoka@suporeku-fuku.com 


